
 

 

令和 7 年度権利擁護普及・啓発講座 

 
私たちの住む地域には、認知症や障害等により判断能力が不十分な人がおられます。

誰もが自分らしく安心した生活を送り、支え合って暮らしていくために、権利擁護

や日常生活の中で自分(私たち)ができることについて共に考え、学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ドラマ「風の匂い」の視聴を通して、権利擁護とは何か、私たち一人 

ひとりができることは何かを一緒に考えます。 

自分たちの地域（開催市町）にある社協が日頃どんな活動を行って 

いるかご紹介します。ぜひ参加して聞いてみてください！ 
 

 

         

 

 

 

 

 

13：30～15：20（110 分） 受付 13：00～ ※全会場共通 

権利擁護に関心がある人 

一般住民 等 
各会場 50 名 
定員に達した場合は参加を 

お断りする場合があります 
 

スマートフォン、

パソコン等から 

二次元コードまたは申込フォーム URL に 

アクセスしてお申込みください。 

【申込フォーム URL】https://req.qubo.jp/fukushi-jinzai/form/R7kenri  

FAX から 
裏面の申込書に記入して指定の番号へお送りください。 

（広島県社会福祉協議会 FAX：082-256-2228） 

申込書の提出、

お電話から 

開催地域の市町社協（三原市社会福祉協議会を除く）へ 

裏面の申込書に記入して提出、または直接お電話ください。 

主 催 （社福）広島県社会福祉協議会 【問合せ先】 082-254-2300 

共 催 
（予定） 

 
開催市町 
の社協 

（社福）北広島町社会福祉協議会 【問合せ先】 0826-82-2680 

（社福）三原市社会福祉協議会 【問合せ先】 0848-63-0570 

（社福）大竹市社会福祉協議会 【問合せ先】 0827-53-1165 

（社福）安芸高田市社会福祉協議会 【問合せ先】 0826-47-1131 

北広島町 11 月 20 日 (木)  三原市   12 月 5 日 (金) 

北広島町まちづくりセンター      三原市総合保健福祉センターサン･シープラザ  

 

大竹市  12 月 11 日 (木)  安芸高田市 12 月 25 日 (木) 

サントピア大竹(総合福祉センター)     安芸高田市民文化センター 

おすすめポイン ト 

対  象 定  員 

開催時間 

申込方法 
申込 ﾌｫｰﾑ二次元ｺｰﾄﾞ 

 
参加費 
無料 

 

ﾏｯﾌﾟ二次元ｺｰﾄﾞ 

次のいずれかの方法によりお申込みください。 

日程・会場 

ﾏｯﾌﾟ二次元ｺｰﾄﾞ 

ﾏｯﾌﾟ二次元ｺｰﾄﾞ 

ﾏｯﾌﾟ二次元ｺｰﾄﾞ 

https://req.qubo.jp/fukushi-jinzai/form/R7kenri


  

   タイムスケジュール                    
               

13:30 オリエンテーション（3 分）  

13:33 講座（77 分） ※ドラマ「風の匂い」の視聴を通して行います 

14:50 開催市町社協の活動紹介（25 分） 

15:15 県社協からの案内（5 分）  

 

 

 

「令和 7 年度権利擁護普及・啓発講座」 受講申込書 

 

申込書にご記入のうえ FAX、または開催地域の市町社協（三原市社会福祉協議会を除く）へ申し込んで 

ください。 

 

（社福）広島県社会福祉協議会 地域福祉課（あんしんサポートセンターかけはし） 宛 

F A X： 0 8 2 - 2 5 6 - 2 2 2 8 
 

申込日 ： 令和   年   月   日 

受講希望会場 

※いずれかに☑を入れてください。 

□ 北広島町   □ 三原市   □ 大竹市   □ 安芸高田市 
     (11/20開催)        (12/5開催)      (12/11開催)      (12/25開催) 

ふりがな  性 別 

お名前  男 ・ 女 

年齢 ～10 代 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代 ・ 70 代以上 

連絡先 

（TEL） 

※いずれかに☑を入れて番号を記入してください 
□自宅  □携帯電話  □勤務先  □その他（                ） 

    —         — 

E-mail                     ＠ 

お住いの地域          市 ・ 町 

所属区分 

☐ 県民           ☐ 学生      ☐ 民生委員児童委員   
☐ 社協職員       ☐ 生活支援員・法人後見支援員  
☐ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係者  ☐ 行政 
☐ その他（                                 ） 

※ご記入いただいた個人情報は講座の目的のみに使用し、居住地域および開催地域の市町社協と共有する 

以外、第三者に提供することはございません。 

※広島県社会福祉協議会は、電話でのお申し込みは受け付けておりません。 

本講座の詳細は 

開催要綱をご覧ください 

開催要綱二次元コード 


